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 居宅介護支援重要事項説明書  

＜令和 7 年 4月１日現在＞ 

 

 

あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、

契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこ

と、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

 

この重要事項説明書は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平

成 11 年厚生省令第 38 号)第４条の規定に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、事業

者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 

 

１ 支援事業者の概要 

名称・法人種別 株式会社ケアライフエナジー 

代表者名 代表取締役  菊池 慶治 

所在地・連絡先 

（住所） 愛媛県松山市西石井１丁目１番３０号 

（電話） ０８９－９０７－２２２２ 

（FAX）  ０８９－９０７－１６８８ 

 

２ 事業所の概要 

 (1) 事業所名称及び事業所番号 

事業所名 居宅介護支援事業所 エナジー土居田 

所在地・連絡先 

（住所）松山市土居田町 821 番地 

（電話） ０８９―９０８－８８０５ 

（FAX）   ０８９－９９４－５５５６ 

事業所番号 ３８７０１１１２５３ 

管理者の氏名 高須賀 洋志 

 



(2) 事業所の職員体制 

職員の職

種 

人数

（人

） 

区分  

常勤専従

(人) 

常勤兼務

(人) 

非常勤専

従(人) 

非常勤兼務

(人) 

業務内容、各職種の役割 

管理者 １ ０ １ ０ ０ 

1.管理者は事業所の介護支援

専門員その他の職員の管理及

び居宅介護支援の利用の申し

込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を、

一元的に行う。 

2.管理者は事業所の介護支援

専門員その他職員に運営基準

を遵守させるため必要な指

揮、命令を行う。 

介護支援

専門員 
1 ０ １ ０ ０ 

1.介護支援専門員は、３

（２）の運営方針に基づく業

務にあたる。 

2.介護支援専門員は、利用者

35 名に対して１名を標準とし

その端数を増すごとに１名を

増員する。また、介護支援専

門員が他の業務と差し使えな

いが介護老人福祉施設の常勤

専従の介護支援専門員との兼

務は行わない。 

3.介護支援専門員のサービス

の取り扱いに関する基準は厚

生省令を遵守する。 

 

(3) 通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域 

松山市、伊予郡松前町、伊予市、東温市、伊予郡砥部町 

久万高原町 

（島嶼部は除く） 

※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

 



(4) 営業日 

営業日 
月曜日  ～ 金曜日 

（国民の祝日及び年末年始（12/31～1/3）は除く） 

営業時間 ８：３０ ～ １７：３０ 

 

３  事業所の特色等 

 (1) 事業の目的 

・介護保険に関する法令の趣旨に従い、公正中立な立場から、要介護状態にある者が、

可能な限り居宅に置いてその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう

居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービ

ス提供事業者との連絡調整・その他便宜を図ることを目的とします。 

  

(2) 運営方針 

・要介護状態にある者に対し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ利

用者の選択に基づいて、自立した生活が営めるよう居宅サービス計画を作成します。 

・利用者が地域において総合的なサービス提供が受けられるよう、その他保健医療福祉

サービス提供者、及び関係市町村と連携をはかります。 

・サービス提供時にあたっては利用者又はその家族に対して、サービス計画上必要な事項

について、理解しやすいよう説明を行い利用者の同意を得て実施します。 

 

４  居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

契約締結後、サービスの提供を開始します。 

 

 

 



〔１〕居宅サービス計画の作成について 

①  事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

  ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている

環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。相談を受ける場所は併設するサー

ビス付き高齢者向け住宅プリンスハウス土居田内の相談室とします。 

  イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス

事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

  ウ 事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏

るような誘導または指示を行いません。 

  エ 事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供

となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 

オ 使用する課題分析票の種類及び利用者の実態把握として事業所では居宅サービ

ス計画を作成するにあたり、書式化されたアセスメント方式（全社協・在宅版ケ

アプラン作成方法検討委員会作成）を使用します。また、介護支援専門員は、居

宅サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、心身の状況、提供を受け

ているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える

問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、

解決すべき課題を把握するよう努めます。 

② 事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を

希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 

③ 事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利

用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。 

  ア 事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づ

く居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。 

  イ 利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事

業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 

〔２〕サービス実施状況の把握、評価について 

① 事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに指定居宅サー

ビス事業者と継続的に連絡をとり、利用者宅へ月１回訪問し、居宅サービス計画の実施

状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅サービ

ス事業者等との調整を行います。 

② 事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態

を定期的に評価します。 

③ 事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、

または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者

に介護保険施設に関する情報を提供します。 

〔３〕居宅サービス計画の変更について 

 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス

計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス



計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとしま

す。 

〔４〕給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民

健康保険団体連合会に提出します。 

〔５〕他事業所への引き継ぎについて 

サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画

等の情報の提供に誠意をもって応じます。利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希

望する場合には、利用者の居宅サービスが引き継げるよう、利用者の申し出により、居

宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。 

５ サービスの終了 

（１） 利用者の方のご都合でサービスを終了する場合、文書でお申し出下さればいつで

も解約できます。 

（２） 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があり

ます。その場合は、終了 1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護

支援事業者をご紹介します。 

（３） 自動終了 

以下の場合は、双方の同意がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ 利用者が介護保険施設に入所または入院した場合。 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)

又は要支援と認定された場合。 

・ 利用者がお亡くなりになった場合。 

６ 費用 

（１） 利用料 

要介護（要支援）認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己

負担はありません。 

（2）２の（3）の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

 それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要となります。 

  通常の事業の実施地域を越える場合 片道 １０キロメートル未満 ３００円 

                      １０キロメートル以上 ５００円 

 

７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業者および職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び家族に関する秘密を

正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した

後も継続します。 

（２）個人情報の保護について 

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において 



利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文

書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物について、善良な

管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとし

ます。 

８  事故発生時の対応 

当事業所は各種サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村・利用者の

家族等に連絡を行い、必要な処置又は主治医等医療機関への搬送等必要な処置を速やか

に行います。また、各種サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を行います。 

 

９  緊急時の対応について  

サービス提供時に利用者の心身の状況が急変した場合、当事業所は、利用者及び扶養者

が指定する方に対し、緊急に連絡いたします。 

 

10  賠償責任について 

（１） 事業所はサービスの提供にともなって事業者の責に帰すべき事由により利用者の

生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

（２） 利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害をこうむった場合、利用者

及び扶養者は、連帯して、当事業所に対しその損害を賠償するものとします。 

 

11  介護支援業務に関する相談、苦情処理手順について 

（１） 居宅介護支援事業所或いは、下記の相談窓口に来所・電話・手紙・投書・訪問時当

苦情の受け入れを行います。 

（２） 苦情を受け付け・記録し管理者に報告します。 

（３） 管理者が事実の調査と対応方法を検討します。 

 

 

当事業所の相談窓口 

居宅介護支援事業所 エナジー土居田 

窓口責任者  高須賀 洋志 

ご利用時間   ８:３０～１７：３０ 

ご利用方法  電話（０８９－９０８－８８０５） 

FAX （０８９－９９４－５５５６） 

 

 

 

公的な相談窓口 

・各市町村地域包括支援センター 

（平日 8：30～17：15） 

・松山市介護保険課      TEL089-948-6968 

（平日 8：30～17：15） 

・愛媛県国民健康保険団体連合会  TEL089-968-8700 



（平日 8：30～17：15） 

・愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 TEL089-998-3477 

（平日 9：00～12：00 13：00～16：30） 

12 虐待の防止について 

（1） 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。 

② 虐待の防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に実施しています。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。 

虐待の防止に関する担当者 管理者 高須賀洋志 

（2） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

区市町村に通報します。 

（3） 虐待通報の窓口 

（事業者の担当部署・窓口の

名称） 

電 話 番 号： 089-908-8805 

受 付 時 間： 8：30～17：30 

介護保険課 基幹型地域包括

支援センター 

松山市二番町四丁目 7 番地 2 

電 話 番 号：089-948-6949 

受 付 時 間：8:30 から 17:00 まで 

（ただし、土・日・祝日、12 月 29 日から 1月 3日を除く） 

 

◎担当の介護支援専門員 

 あなたを担当する介護支援専門員は        ですが、やむを得ない事由で変更す

る場合は、事前に文書にて連絡を致します。 

◎お客様へのお願い 

 居宅介護支援事業者が交付するサービス利用票、サービス提供証明書等は、お客様の介護

に関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管してくださ

い。 

13 身体拘束の適正化について 

（１） 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、利用者の心身の状況並びに緊

急でやむを得ない理由を記録します。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、介

護職員その他従業者に周知徹底を行います。 

（３） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 



（４） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施します。 

14 業務継続計画の策定等について 

(1)  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続 

 的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継 

続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2)  従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定 

 期的に実施します。 

(3)  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま 

 す。 

 

重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日       年    月    日 

上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 38 号）」第４条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

 

 

 

事 

業 

者 

法人所在地 愛媛県松山市西石井１丁目１番３０号 

法 人 名 株式会社 ケアライフエナジー 

代表者名 代表取締役  菊池 慶治     

事業所所在地 愛媛県松山市土居田町８２１番地 

事業所名 居宅介護支援事業所 エナジー土居田  

説明者氏名            高須賀 洋志   印 

上記内容の説明を事業者から確かに受けその内容に同意しました。 

 

利用者 

住 所  

氏 名                        印 

 

 

家族 

住 所  

氏 名                        印 

 



代理人(代

理人を選定

した場合) 

住 所  

氏 名                        印 

※利用者はケアプランに位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の 

紹介を求めることができます。また、当該事業所をケアプランに位置づけた理由を 

求めることができます。 

※当居宅介護支援事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護 

福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。 

※事業所は居宅介護支援の提供の開始にあたり、利用者等に対して、入院時に担当 

ケアマネジャーの指名等を入院先機関に提供するように依頼します。 

 

※利用料金は法定代理受領サービスを利用できないことによる償還払いとなる場合は、

いったん利用料を全額自己負担しなければならないこと及びサービス提供証明書を発行

することを除き、介護保険からの給付になりますので、利用者負担はありません。 

 

居宅介護支援（Ⅰ・ⅰ）                    

（一）要介護 1 又は 2 1076 単位／月 

（二）要介護 3、4、5 1398 単位／月 

居宅介護支援（Ⅰ・ⅱ） 

（一）要介護 1 又は 2 539 単位／月 

（二）要介護 3,4,5 698 単位／月 

居宅介護支援（Ⅰ・ⅲ） 

（一）要介護１又は２ 323 単位／月 

（二）要介護 3,4,5 418 単位／月 

 

退院・退所加算                      

 カンファレンス参加無 カンファレンス参加有 

連携 1 回 450 単位 600 単位 

連携 2 回 600 単位 750 単位 

連携 3 回   × 900 単位 

 

通院時情報連携加算    50 単位／月                  

 

※ 虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会

を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐

待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実

施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の 99/100 となりま

す。 



※ 業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務

継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていな

い場合、上記金額の 99/100 となります。 

 

改定に伴い、令和 7 年 4 月１日より上記の通りに致します。 

 

 


